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教育職員免許状取得の方法





教員の養成の目標

心理学部の「こころを探り、 人を支える」というテーマのもと、 教育発達学科では「教育発達学の視点からの教育実践力、

および発達支援力のある人材の育成」 を教育目標に掲げている。 「教育発達学」 は、 発達や障害に関するメカニズムの理

解を基礎とした上で、 系統的な教育システムのあり方について分析的 ・ 科学的に探求する教育学、 心理学、 障害科学を融

合した学問である。 そこで本学科では、 人間の生活全体を視野に入れ、 教育発達学を基礎として、 多様な現場での体験活

動を通して、 生涯発達における学校との接点を実践的に学び、 現代の子どもをめぐる心理的課題に適切に対処できる教育

の原理と方法を学修し、 学校教育や生涯学習の場における高い教育実践力、 及び発達支援力を身に付けることを目指して

いる。

１． 教育職員免許状

教育職員免許状は、 普通免許状、 特別免許状及び臨時免許状に大別される。

①　普通免許状

普通免許状は専修免許状 （大学院修了等）、 一種免許状 （４年制大学卒業）、 二種免許状 （短大卒業） に区分され

ており、 すべての都道府県において効力を有する。

②　特別免許状

特別免許状は大学で教職課程を履修していなかったが、 社会人となってから職場などで専門的知識 ・ 技能などを身

につけた者に対して授与される免許状である。

� （本学学生は対象外）

③　臨時免許状

臨時免許状は、 その免許状の授与を受けたときから３年間、 その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県に

おいてのみ効力を有する臨時的な免許状である。

� （本学学生は対象外）

※　本学学生が対象とする免許状は、 ①の普通免許状である。
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２． 免許状の種類と教科

本学科で取得できる教育職員免許状の種類と教科は、 次のとおりである。

　　 ・ 小学校教諭一種免許状

　　 ・ 幼稚園教諭一種免許状

　　 ・ 特別支援学校教諭一種免許状� （知的障害者に関する領域）�  

  （肢体不自由者に関する領域）�  

  （病弱者に関する領域）

　　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　副免許制度を利用することで取得できる教育職員免許状の種類と教科は、 以下のとおりである。

　　 ・ 中学校教諭二種免許状 （英語）

（注）   １ ． 高等学校の教育職員免許状の教職課程は開設していない。

　　　　 ２． �本学の特別支援学校教諭一種免許状は 「視覚障害に関する領域」、 「聴覚障害に関する領域」 の２領域を有

していない。

　　　　 ３． �特別支援学校教諭一種免許状、 中学校教諭二種免許状 （英語） を取得するには、 小学校教諭一種免許状

を取得する必要がある。

　　　　 ４． 副免許制度の利用にあたっては、 さまざまな条件や制約がある。

３． 免許状取得のための要件

教育職員免許状を取得するための必要な要件は、 次のとおりである。

１． 小学校教諭一種， 幼稚園教諭一種

免許法施行規則に規定する科目区分等
小学校教諭一種 幼稚園教諭一種

本学 法令 本学 法令

教育の基礎的理解に関する科目 12単位 10単位 12単位 10単位

道徳、 総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、 教育相談等

に関する科目
12単位 10単位 6単位 4単位

教育実践に関する科目 7単位 7単位 7単位 ７単位

教科及び教科の指導法に関する科目 （小）

領域及び保育内容の指導法に関する科目 （幼）
32単位 30単位 24単位 16単位

大学が独自に設定する科目

（※法令が定める最低修得単位数を超えて修得した単位を充てる）
― 2単位 2単位 14単位

文部科学省令で定める科目

教員免許法施行規則第66条の６に定める科目

（P.121）

日本国憲法　　　　　　　　　　　　２単位

体  育　　　　　　　　　　　　　　　 ２単位

外国語コミュニケーション　　　 ２単位

情報機器の操作　　　　　　　　　２単位

基礎資格 学士の学位を有すること （4年制大学卒業）

注  １ ．  小学校教諭一種免許状を取得する場合、 上記に加えて介護等体験を行うことが必要である。 （P.116参照）

　　２．  �法令が定める 「教育の基礎的理解に関する科目」、 「道徳、 総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、 教育

相談等に関する科目」、 「教育実践に関する科目」 の最低修得単位数は小学校教諭一種27単位、 幼稚園教諭一種

21単位であるが、 本学は、 それぞれ上表の通りで認定を受けている。 本学で免許状を取得する場合は本学で認定

を受けている単位数を修得する必要がある。

　　３．  �「教科及び教科の指導法に関する科目」 の最低修得単位数は小学校教諭一種30単位、 「領域及び保育内容の指導

法に関する科目」 の最低修得単位数は幼稚園一種16単位であるが、 本学は、 それぞれ上表の通りで認定を受けて

いる。 本学で免許状を取得する場合は本学で認定を受けている単位数を修得する必要がある。
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２． 特別支援学校教諭一種

免許法施行規則事項に規定する科目区分等

特別支援学校教諭一種

（知的障害者に関する教育の領域）

（肢体不自由者に関する教育の領域）

（病弱者に関する教育の領域）

本学 法令

特別支援教育の基礎理論に関する科目 2単位 2単位

特別支援教育領域に関する科目 １6単位 １６単位

免許状に定められることとなる特別支援教育領域

以外の領域に関する科目
8単位 5単位

心身に障害のある幼児、 児童又は生徒について

の教育実習
3単位 3単位

基礎資格
・ 学士の学位を有すること （4年制大学卒業）

・ �小 ・ 中 ・ 高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること

注  １ ．  �本学科では特別支援学校教諭一種免許状を取得する場合は、 小学校教諭一種免許状取得のための履修と平行して

履修すること。

　　　　 （すなわち、 小学校教諭一種免許状が取得できなければ、 特別支援学校教諭一種免許状を取得することはできない。）

　　２．  �法令が定める 「特別支援教育に関する科目」 の最低修得単位数は26単位であるが、 本学は、 上表の通りで認定

を受けている。 本学で免許状を取得する場合は本学で認定を受けている単位数を修得する必要がある。

４． 履修上の注意

 １ ． �卒業要件と教育職員免許状の取得要件は異なる。 また科目を履修するにあたっては、 履修条件が付されている場合が

あるので、 「教育発達学科　履修の方法」 を参照すること。

２． 卒業要件と教育職員免許状取得要件の科目が重複している場合は、 両方に共通して使用することができる。

３． 同一曜日に白金校舎、 横浜校舎それぞれの履修を行う場合は、 履修登録上の条件があるので注意すること。

４． �中学校教諭二種免許状 （英語） 取得のためには、 小学校教諭一種免許状の取得が前提であり、 教育発達学科の科目

以外に、 教職課程、 英文学科が開講する科目の単位を修得しなければならない。 取得を希望するものは、 「８． 中学校

教諭二種免許状 （英語） の取得について」 を参照すること。 また、 説明会や配布資料等をとおして正しい理解が必要

である。
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５． 介護等体験

1997年6月18日、 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」 が公布

され、 1998年4月１日から施行された。 そのため本学で小学校教員免許状を取得するためには、 「免許状取得のための要

件」 に加えて、 介護等体験を行うことが必要である。

介護等体験の概要は、 以下のとおりである。

 １ ． 立法の趣旨

　　 �義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、 教員とし

ての資質の向上を図り、 義務教育の一層の充実を期する観点から、 小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を

受けようとする者に、 介護等の体験を行わせること。 （法律第１条）

２． 介護等体験の内容

　　 障害者、 高齢者等に対する介護、 介助、 これらの者との交流等の体験 （法律第１条）

３． 介護等体験の実施施設

・ 特別支援学校

・ 社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの

４． 介護等体験の期間

　　 �文部科学省令により７日間と定められ、 社会福祉施設等で５日間、 特別支援学校で２日間行うことが、 モデルケースとさ

れている。

５． 介護等体験の適用対象者

　　 �小学校教員免許状取得希望の学生が対象である。 中学校教諭二種免許状 （英語） 取得希望者がこれと別に介護等体

験を行う必要はない。

６． 介護等体験の実施時期

　　 �教育発達学科では、 介護等体験を通して学んだことを教育実習でも活かせるように、 教育実習を行う前年度 （３年次）

に介護等体験を実施するように定めている。

　　 ※　�介護等体験に関するオリエンテーション （体験前年度の秋学期に実施予定） に出席し、 所定の申込手続をとること

を必須とする。

７． 教員免許状申請に係る手続

　　 ｢３｣で示した社会福祉施設等及び特別支援学校の長が、 介護等体験を行った旨の証明書を発行する。

　　 免許状を申請するにあたり、 この証明書を都道府県教育委員会に提出することとなる。
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６． 教育実習

教育実習とは

教育実習は、 教育職員免許状取得のために必要であり、 大学の授業と教育実習校 ・ 園 （以下、 実習校 ・ 園とする） で

行う実習によって構成されている。 本学では、 「教育実習１」 「教育実習２」 「特別支援学校教育実習」 という通年科目がこ

れに当たり、 ４年次 （最終学年次） において履修する。 なお、 実習校 ・ 園での実習期間は、 ２週間から４週間程度となる。

教育実習の前年度までに、 各種オリエンテーション ・ 説明会が複数回開催される。 実習の前提条件を満たすことの他に、

これらすべてに出席し、 課題や各種書類の提出など必要な手続きを指定期間内に各自で行うことが 「教育実習１」 「教育実

習２」 「特別支援学校教育実習」 を履修するために必須となる。

また３年次に行われる介護等体験は、 小学校教員免許取得のための必須条件である。 ２年次に開催される介護等体験に

関するオリエンテーションに出席し、 課題や各種書類の提出などの諸手続きを終えていない場合は、 「教育実習１」 「教育実

習２」 「特別支援学校教育実習」 を履修することができない。

なお、 幼稚園免許のみの取得を希望する場合でも、 ２年次に行われるオリエンテーションへの出席と課題等の提出は必須

となる。

履修する科目について

取得を希望する免許状によって、 必要となる教育実習が異なる。 本学では、 それぞれの免許状に必要とされる資質に対

応した教育実習科目を修得することが必要であると考えており、

小学校教諭一種免許状　　　　　　　　　　　⇒　教育実習１

幼稚園教諭一種免許状　　　　　　　　　　　⇒　教育実習２

特別支援学校教諭一種 （知 ・ 肢 ・ 病）　 ⇒　教育実習１+特別支援学校教育実習

の履修を課している。

ただし、 「小学校教諭一種免許状にさらに幼稚園教諭一種免許状も取得したい」 「幼稚園に就職を希望しているが、 小学

校教育についても学んで免許を取得したい」 という場合は、 必ずしもこの通りではない。 基本的には教育実習１か教育実習

２のどちらかを履修し、 その単位を修得することで免許を取得することが可能である。 「7． 教員免許を取得するために」 を

しっかりと読むこと。

事前指導 ・ 事後指導

「教育実習１」 「教育実習２」 「特別支援学校教育実習」 には、 事前指導と事後指導が含まれている。

●事前指導は、 実習に向かうにあたり必要な事柄を学ぶ機会

●�事後指導は、 実習を振り返り将来教員になるためにさらに深める必要がある課題を見つけ、 それに取り組む準備をする

機会

これらは、 ４年次の 「教育実習１」 「教育実習２」 「特別支援学校教育実習」 の授業時間外に設定される場合があるので、

ポートヘボンなどで確認し、 必ず出席すること。 事前指導 ・ 事後指導に出席しない場合は、 実習の単位を修得することはで

きない。
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実習校 ・ 園での実習

実習校 ・ 園での学びは、 担当教諭の指導により学習指導案の作成や実際の授業を行うことを中心に、 様々な活動が含ま

れている。 特別活動などにも積極的に参加し、 幼児 ・ 児童 ・ 生徒の理解に努めることが重要である。

また、 実習校 ・ 園での活動は、 その内容を 「教育実習の記録」 に記入し、 担当教諭に提出して指導を受けることとなる。

その日の活動を反省し、 向上するための大切な資料なので、 しっかりと記入すること。

教育実習の評価

「教育実習１」 「教育実習２」 「特別支援学校教育実習」 の成績は、 実習校 ・ 園の担当教諭と学校長 ・ 園長からの実習に

対する評価、 事前指導 ・ 事後指導での取り組みなどから、 大学として総合的に判断する。

実習の前提条件

それぞれの教育実習を履修するためには、 実習前年度終了時までに下表の科目の単位を修得していることが必須となる。

また特別支援学校教諭の免許取得に必要となる 「特別支援学校教育実習」 を受講するためには、 関連科目の単位を修得

しているだけでなく、 「教育実習１」 を履修するための条件を満たしていることが必要となる。 実習の前提条件とされている

科目の単位を再履修することになった場合、 時間割編成等により教員免許を4年間で取得できない場合がある。 履修年次

などを確認し、 各自で学習計画をしっかりと立ててほしい。
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＜教育実習1 （小学校） ＞ （（　） 内は単位数）

　教育実習１を受講するためには、 次の条件を満たしていること。

・ 次の科目を必ず単位修得していること

　　　　　　　PEFAO302小学校教育授業研究 （1）

　　　　　　　PEAAR203教育発達学方法論 （体験活動） （2）

・ 次の科目より、 いずれか１科目２単位以上を修得していること

　　　　　　　PECAP101教職概論 （2）

　　　　　　　PECAP201教育の制度と経営 （2）

・ 次の科目より、 いずれか1科目2単位以上を修得していること

　　　　　　　PEBAR106教育心理学 （2）

　　　　　　　PECAP302教育相談の理論と方法 （2）

・ 次の教科の指導法より、 ４科目８単位以上を修得していること

　　　　　　　PEEAO301国語科指導法 （2）　　　

　　　　　　　PEEAO302社会科指導法 （2）　　　

　　　　　　　PEEAO303算数科指導法 （2）　　　

　　　　　　　PEEAO205理科指導法 （2）　　　　

　　　　　　　PEEAO206生活科指導法 （2）

　　　　　　　PEEAO304音楽科指導法 （2）

　　　　　　　PEEAO305外国語 （英語） 指導法 （2）

　　　　　　　PEEAO207図画工作科指導法 （2）

　　　　　　　PEEAO208家庭科指導法 （2）

　　　　　　　PEEAO209体育科指導法 （2）

＜教育実習２ （幼稚園） ＞ （（　） 内は単位数）

　教育実習２を受講するためには、 次の条件を満たしていること。

・ 次の科目はすべて単位を修得していること

　　　　　　　PEFAO301保育内容研究 （1）

　　　　　　　PEAAR203教育発達学方法論 （体験活動） （2）

　　　　　　　PEDCP204保育内容総論 （2）

・ 次の科目より、 いずれか１科目２単位を修得していること

　　　　　　　PECAP101教職概論 （2）

　　　　　　　PECAP201教育の制度と経営 （2）

・ 次の科目より、 いずれか1科目2単位以上を修得していること

　　　　　　　PEBAR106教育心理学 （2）

　　　　　　　PECAP302教育相談の理論と方法 （2）

・ �次の保育内容より、 ３科目６単位以上を修得していること。 ただし、 ○印の付いた科目のいずれか1科目２単位以

上を修得していること。 　　　

　　　　　　　PEDAO302保育内容 （環境） （2）

　　　　　　　PEDCP304保育内容 （人間関係） （2）

　　　　　　　PEDCP305保育内容 （言葉） （2）

　　　　　　　PEDCP309保育内容 （健康） （2）　　　

　　　　　 ○PEDAO303保育内容 （音楽表現） （2）

　　　　　 ○PEDAO304保育内容 （造形表現） （2）
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＜特別支援学校教育実習＞ （（　） 内は単位数）

　特別支援学校教育実習を受講するためには、 教育実習１の前提条件を満たした上で、 次の条件を満たしていること。

・ 次の科目はすべて単位を修得していること

　　　　　　　PEDTP205特別支援教育学総論 （2）

　　　　　　　PEDTP206知的障害の病理 （2）

　　　　　　　PEFAO303特別支援教育授業研究 （1）

　　　　　　　PEFSP301特別支援臨床基礎実習A （2）

　　　　　　　PEFSP302特別支援臨床基礎実習B （2）

・ 次の科目より、 いずれか１科目２単位以上を修得していること。

　　　　　　　PEDSP302病弱の心理･生理･病理 （2）

　　　　　　　PEDSP301肢体不自由の心理･生理･病理 （2）

・ 次の科目より、 いずれか２科目４単位以上を修得していること。

　　　　　　　PEDＳP306知的障害者教育課程論 （2）

　　　　　　　PEDＳP307知的障害者指導論 （2）　　　　　　　

　　　　　　　PEDＳP309肢体不自由者教育論 （2）　　　　　　

　　　　　　　PEDTP305障害児教育相談とアセスメント （2）

・ �次の科目より、 いずれか２科目４単位以上を修得していること。 ただし○印の付いた科目から1科目２単位以上を

修得していること。

　　　　　　　PEDＳP201視覚障害教育総論 （2）

　　　　　　　PEDＳP202聴覚障害教育総論 （2）　　　　　　　　

　　　　　 ○PEBAP203障害児･者心理学 （コミュニケーション） （2）

　　　　　 ○PEBAP102障害児･者心理学 （学習） （2）

また、 これらの科目は教育実習を履修するために必要な要件であり、 教員免許取得に必須となる科目は他にもある。 希

望する免許の種類と必要な科目を確認し、 単位を計画的に修得すること。

120



７． 教員免許を取得するために

履修することが必要な科目

教員免許を取得するためには、 所定の科目を履修し、 その単位を修得していることが必要である。 この科目は、 取得し

ようとする教員免許によって異なる。 また、 これらの科目の他に文部科学省令で定める科目 （教員免許法施行規則第66条

の６に関する科目） がある。

本学心理学部教育発達学科では、 各教員免許で以下の通り修得すべき科目を定めている。 学習計画を立てる際の参考

にしてほしい。

文部科学省令で定める科目 （教員免許法施行規則第66条６に関する科目）

文部科学省令で定める科目 本学における開講科目 配当年次 単位

法令上

必要な

単位数

日本国憲法 日本国憲法 1 2 2

体育 体育 2 2 2

外国語コミュニケーション

※英語コミュニケーション1A

※英語コミュニケーション1B

※英語コミュニケーション2A

※英語コミュニケーション2B

1

1

1

1

1

1

1

1

2

情報機器の操作
※コンピュータリテラシー1

※コンピュータリテラシー2

1

1

2

2
2

合計 12 8

・ 「日本国憲法」 は、 学科科目 「日本国憲法」 を修得すること。

・ 「体育」 は、 学科科目 「体育」 を修得すること。

・ ※印は選択必修科目である。 下記に従って履修すること。

　 ①� 「外国語コミュニケーション」 は、 明治学院共通科目 「英語コミュニケーション1A、 1B、 2A、 2B」 より2科目2単位

以上修得すること。

　 ② 「情報機器の操作」 は、 明治学院共通科目 「コンピュータリテラシー1、 2」 より1科目2単位以上修得すること。
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7.1． 小学校教諭一種免許状

免許法施行規則事項に規定する科目区分等 開講科目
配当

年次
単位

教 育 の 基 礎

的 理 解 に 関

する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及

び思想
PEBAR102教育原論 1 2

教職の意義及び教員の役割 ・ 職務内容 PECAP101教職概論 1 2

教育に関する社会的、 制度的又は経営

的事項
PECAP201教育の制度と経営 2 2

幼児、 児童及び生徒の心身の発達及び

学習の過程
PEBAR106教育心理学 1 2

特別の支援を必要とする幼児、 児童及び

生徒に対する理解
PEBAR104特別支援教育論 1 2

教育課程の意義及び編成の方法 PECAP202教育課程編成論 2 2

道 徳、 総 合

的 な 学 習 の

時 間 等 の 指

導 法 及 び 生

徒 指 導、 教

育 相 談 等 に

関する科目

道徳の理論及び指導法 PEEAO306道徳教育の理論と方法 3 2

総合的な学習の時間の指導法 PEEAO210総合的な学習の時間の指導法 2 2

特別活動の指導法 PEEAO211特別活動の指導法 2 2

教育の方法及び技術 （情報通信技術を

活用した教育の理論及び方法）

PECAP103教育方法論 （情報通信技術

の活用含む）
1 2

生徒指導の理論及び方法/進路指導及び

キャリア教育の理論及び方法
PECAP301生徒･進路指導の理論と方法 3 2

教育相談 （カウンセリングに関する基礎

的な知識を含む。） の理論及び方法
PECAP302教育相談の理論と方法 3 2

教 育 実 践 に

関する科目

教育実習
★PEEAO401教育実習1　 4

5
★PEFAO403教育実習2　 4

教職実践演習 PEEAO402教職実践演習 （幼･小） 4 2

教 科 及 び 教

科 の 指 導 法

に関する科目

国語 （書写を含む） PEBAR103国語 1 2

社　　　　　会 ☆PEEAO201社会 2 ☆2

算　　　　　数 PEBAR107算数 1 2

理　　　　　科 PEEAO101理科 1 2

生　　　　　活 ☆PEEAO102生活 1 ☆2

音　　　　　楽 PEEAO103音楽 1 2

図 画 工 作 PEEAO104図画工作 1 2

家　　　　　庭 ☆PEEAO202家庭 2 ☆2

体　　　　　育 PEEAO203体育 2 2

外　  国　  語 ☆PEEAO204外国語 2 ☆2

各教科の指導法

（情報通信技術の活用を含む。）

PEEAO301国語科指導法 3 2

PEEAO302社会科指導法 3 2

PEEAO303算数科指導法 3 2

PEEAO205理科指導法 2 2

PEEAO206生活科指導法 2 2

PEEAO304音楽科指導法 3 2

PEEAO207図画工作科指導法 2 2

PEEAO208家庭科指導法 2 2

PEEAO209体育科指導法 2 2

PEEAO305外国語 （英語） 指導法 3 2

大学が独自に設定する科目 （※法令が定める最低修得単位数を超えて修得した単位を充てる） ※

合　　計 （選択科目以外の科目） 63

・ 無印の科目は、 本学科にて小学校教諭一種免許状を取得する上で必修となる科目である。
・ ☆印は選択科目とその単位数である。 本学では、 選択科目の単位修得がなくても教員免許状を取得可能である。
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・ ★印は選択必修科目である。 取得希望の免許種によって選択すべき科目は異なるため、 下記に従って履修すること。

　 ①小学校免許を主免許として幼稚園を取得するものは 「教育実習１」 を修得すること。

　 ②幼稚園免許を主免許とするものは 「教育実習２」 を修得すること。

　 ③� 「教育実習１」 と 「教育実習２」 はいずれか1科目のみで、 免許を取得することができる。 ただし、 特に希望する者に

限り２科目の履修を認めることがある。

　 ④ 「教育実習1」 「教育実習2」 を中止した場合には、 当該年度の教職実践演習の単位を修得できない。

※法令が定める小学校教員免許の最低修得単位数は59単位であるが、 本学は63単位で課程認定を受けている。

 

7.2． 幼稚園教諭一種免許状

免許法施行規則事項に規定する科目区分等 開講科目
配当

年次
単位

教 育 の 基 礎

的理解に関す

る科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及

び思想
PEBAR102教育原論 1 2

教職の意義及び教員の役割 ・ 職務内容 PECAP101教職概論 1 2

教育に関する社会的、 制度的又は経営

的事項
PECAP201教育の制度と経営 2 2

幼児、 児童及び生徒の心身の発達及び

学習の過程
PEBAR106教育心理学 1 2

特別の支援を必要とする幼児、 児童及

び生徒に対する理解
PEBAR104特別支援教育論 1 2

教育課程の意義及び編成の方法 PECAP202教育課程編成論 2 2

道徳、 総合的

な学習の時間

等の指導法及

び生徒指導、

教育相談等に

関する科目

教育の方法及び技術

（情報機器及び教材の活用を含む。）

PECAP103教育方法論 （情報通信技術

の活用含む）
1 2

幼児理解の理論及び方法 PEDAO305幼児理解の理論と方法 3 2

教育相談 （カウンセリングに関する基礎

的な知識を含む。） の理論及び方法
PECAP302教育相談の理論と方法 3 2

教 育 実 践 に

関する科目

教育実習
★PEFAO403教育実習2　 4

5
★PEEAO401教育実習1　　 4

教職実践演習 PEEAO402教職実践演習 （幼･小） 4 2

領 域 及 び 保

育 内 容 の 指

導法に関する

科目

健　　　　　　康 PEEAO212幼児と健康 2 2

人　間　関　係 PEEAO213幼児と人間関係 2 2

環　　　　　　境 PEEAO214幼児と環境 2 2

言　　　　　　葉 PEEAO215幼児と言葉 2 2

表　　　　　　現 PEEAO307幼児と表現 3 2

保育内容の指導法

（情報機器及び教材の活用を含む。）

PEDCP204保育内容総論 2 2

PEDCP304保育内容 （人間関係） 3 2

PEDCP309保育内容 （健康） 3 2

PEDAO302保育内容 （環境） 3 2

PEDCP305保育内容 （言葉） 3 2

PEDAO303保育内容 （音楽表現） 3 2

PEDAO304保育内容 （造形表現） 3 2

大学が独自に設定する科目

（法令が定める最低修得単位数を超えて修得した単位を充てる）
PEEAO103音楽 1 2

合　　計 51

・ 無印の科目は、 本学科にて幼稚園教諭一種免許状を取得する上で必修となる科目である。
・ ★印は選択必修科目である。 下記に従って履修すること。

　①幼稚園免許を主免許として小学校を取得するものは 「教育実習２」 を修得すること。
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　②小学校免許を主免許とするものは 「教育実習１」 を修得すること。

　③� 「教育実習１」 と 「教育実習２」 はいずれか1科目のみで、 免許を取得することができる。 ただし、 特に希望する者に限

り２科目の履修を認めることがある。

　④ 「教育実習1」 「教育実習2」 を中止した場合には、 当該年度の教職実践演習の単位を修得できない。

7.3． 特別支援学校教諭一種 （知 ・ 肢 ・ 病）

免許法施行規則に

規定する科目区分

中心と

なる

領域

含む

領域
開講科目

配当

年次
単位

特別支援教育の基礎理論に関する

科目
PEDTP205特別支援教育学総論 2 2

特 別 支 援 教

育領域に関す

る科目

心身に障害のある

幼 児、 児 童 又 は

生 徒 の 心 理、 生

理及び病理に関す

る科目

知的 PEDTP206知的障害の病理 2 2

肢体

不自由
病弱 PEDSP301肢体不自由の心理･生理･病理 3 2

病弱 PEDSP302病弱の心理･生理･病理 3 2

心身に障害のある

幼 児、 児 童 又 は

生徒の教育課程

及び指導法に関す

る科目

知的

肢体

不自由

病弱

PEDＳP306知的障害者教育課程論 3 2

★PEDＳP307知的障害者指導論 3 2

PEDTP305障害児教育相談とアセスメント 3 2

肢体

不自由
病弱 PEDＳP309肢体不自由者教育論 3 2

病弱
肢体

不自由
PEDSP303病弱教育総論 3 2

心身に障害のある

幼 児、 児 童 又 は

生 徒 の 心 理、 生

理及び病理に関す

る科目、 心身に障

害のある幼児、 児

童又は生徒の教

育課程及び指導

法に関する科目

知的 ★PEDＳP308知的障害教育学総論 3 2

免許状に定め

られることと

なる特別支援

教 育 領 域 以

外の領域に関

する科目

心身に障害のある

幼 児、 児 童 又 は

生 徒 の 心 理、 生

理及び病理に関す

る科目

聴覚 PEDＳP202聴覚障害教育総論 2 2

発達
視覚 ・

重複等

PEBAP203障害児･者心理学 （コミュニ

ケーション）
2 2

心身に障害のある

幼 児、 児 童 又 は

生徒の教育課程

及び指導法に関す

る科目

視覚 重複 PEDＳP201視覚障害教育総論 2 2

発達 聴覚等 PEBAP102障害児･者心理学 （学習） 1 2

心身に障害のある幼児、 児童又は

生徒についての教育実習
PEFAO404特別支援学校教育実習 4 3

　合　　計 29

・ 無印の科目は、 本学科にて特別支援学校教諭一種免許状を取得する上で必修となる科目である。
・ ★印は選択必修科目である。

・ 『中心となる領域』 『含む領域』 については、 一部を省略して掲載している。

・ �法令が定める 『特別支援教育に関する科目』 の最低修得単位数は26単位であるが、 本学は29単位で課程認定を受け

ている。
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８． 中学校教諭二種免許状 （英語） の取得について

教育発達学科では、 副免許制度を利用して中学校教諭二種免許状 （英語） （以下 「中学校英語免許」 と呼ぶ。） を取得

することができる。 これは、 小学校教諭一種免許状 （以下 「小学校免許」 と呼ぶ。） を取得する教育発達学科生が、 英文

学科 ・ 教職課程で開講している科目を修得することで、 同時に中学校英語免許を取得するものであり、 学科で許可した一

部の学生に限り必要な科目の履修を認める、 特別な制度である。

副免許制度への参加を認められた学生が履修を開始するのは、 ２年次からとなる。

1． 免許状取得に必要な科目と単位

副免許による中学校英語免許の取得に当たっては、 法令をもとに、 教育発達学科で小学校免許を取得するために修得す

る単位の一部を流用して中学校英語免許に必要な単位を軽減している。 逆にまた、 同じような講義内容であっても、 法令に

より単位修得が義務付けられている科目もある。

小学校免許を取得できなかった場合は、 小学校免許が取得できた場合に認められる流用であるため、 この制度のすべて

の科目を修得していても中学校英語免許は取得できない。

中学校英語免許取得に必要な科目は、 上記の流用をすることで軽減されて、 下表のとおり英文学科の学科科目と教職課

程の中学校教諭免許状取得のための開講科目から、 合計34単位の修得が必要である。 また、 配当年次欄は、 英文学科と

教職課程の配当年次であり、 教育発達学科の学生が実際に履修する年次は異なる場合がある。

免許法施行規則に定める科目区分 科目名 配当年次 単位

教科及び教科

の指導法に関

する科目

英語学

LELIN201英語学概論A 2 2

LELIN202英語学概論B 2 2

LEBES106英文法A 1 1

LEBES107英文法B 1 1

英語文学

※LEBRL201イギリス文学概論A 2 2

※LEBRL202イギリス文学概論B 2 2

※LEAML201アメリカ文学概論A 2 2

※LEAML202アメリカ文学概論B 2 2

英語コミュニケーション

LEBES202 Listening and Speaking A 2 1

LEBES203 Listening and Speaking B 2 1

※LEBES102 Listening and pronunciation A 1 1

※LEBES103 Listening and Pronunciation B 1 1

※LEBES108 Writing A 1 1

※LEBES109 Writing B 1 1

※LEBES104 Reading A 1 1

※LEBES105 Reading B 1 1

異文化理解 LECRS201異文化理解1 2 2

教科の指導法

TCTEA903英語科指導法1 3 2

TCTEA904英語科指導法2 3 2

TCTEA901英語科指導法3 2 2

TCTEA902英語科指導法4 2 2

教育の基礎的

理解に関する

科目

教育課程の意義及び編

成の方法（カリキュラム ・

マネジメントを含む。）

TCBAS906教育課程論 ３ ２
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免許法施行規則に定める科目区分 科目名 配当年次 単位

道徳、 総合的

な学習の時間

等の指導法及

び生徒指導、

教育相談等に

関する科目

道徳の理論及び指導法 ※TCTHE901道徳教育の理論と方法 2 2

特別活動の指導法 ※TCTHE903特別活動の理論と方法 2 2

教育の方法及び技術 ・

情報通信技術を活用し

た教育の理論及び方法

TCTHE906教育の方法 ・技術

（情報通信技術の活用含む）
３ ２

進路指導及びキャリア

教育の理論及び方法
※TCTHE911生徒 ・進路指導の理論と方法 2 2

教育実践に関

する科目
TCPRA91教育実習 4 3

　合　　計 34

・ ※印は選択必修科目である。 下記に従って履修すること。

　 ①� 「イギリス文学概論A ・ B」、 「アメリカ文学概論A ・ B」、 「Listening and Pronunciation A ・ B」、 「Writing A ・

B」、 「Reading A ・ B」 については、 AかBのいずれか1科目を修得しなければならない。

　 ②� 「道徳教育の理論と方法」、 「特別活動の理論と方法」、 「生徒 ・ 進路指導の理論と方法」 の3科目のうち、 １科目２単

位を修得しなければならない。

　 ③横浜校舎でのみ開講する科目を3年次以降に履修する可能性がある。

２． 免許状取得の対象および選抜方法

対　象 ： ２年次から国際教育コースに属する学生

免許取得の前提条件 ： 小学校教諭一種免許状の取得が前提であり、 中学校教諭二種免許状のみの取得は不可

選抜方法 ： �中学校教諭二種免許状 （英語） 取得のための科目を受講できるのは、 次の①と②の方法によって選抜された

者のみ。 選抜基準をクリアできなかった者の受講は認められない。

①　書類審査

・ 次に掲げる１年次必修科目をすべて修得していること

　 ＜学科必修科目＞

　 教育発達学概論、 教育原論、 国語、 特別支援教育論、 多文化共生教育、 教育心理学、 算数

　 ＜小学校免許必修科目＞

　 日本国憲法、 コンピュータリテラシー （1or2）、 教職概論、 教育方法論 （情報通信技術の活用含む）

　 ＜明治学院共通科目必修科目＞

　 英語コミュニケーション1A･1B･2A･2B、 初習語1A･1B･2A･2B

・ �１年次春学期までの総合GPAが原則2.0以上であること。 2.0未満の者については、 面接等も含めて学科が総合的に

判断する。

・ 明治学院共通科目 「英語コミュニケーション」 内で実施する英語テスト （GTEC等外部英語試験） のスコア

②　面接試験

�原則として、 副免許制度参加後の辞退は認められない。 但し、 総合GPAが2.0未満になるなど、 学生の学修状況次第で

は、 ２年次以降、 学科が副免許状取得に向けた履修の継続を取り消す場合がある。

３． 中学校教諭二種免許状 （英語） の履修者選抜に関するスケジュール

1年次 ４月 ： オリエンテーション時に中学校教諭二種免許状 （英語） について説明

　　　　 ５月 ： 教育発達学概論の授業時に副免許状について説明

　　　　 １１月 ： コース選択に関する説明の一部として、 中学校教諭二種免許状 （英語） 取得について説明

　　　　 １月下旬～２月 ： 面接試験
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　　　　 ３月 ： 合格者決定

　　　　 ３月下旬 ： 中学校教諭二種免許状 （英語） 履修者へのオリエンテーション （横浜教務課）

４． 年間履修上限単位数の特例

上記１の表に記載された科目を履修する場合、 16単位を限度として、 学科で定める年間履修上限単位数に加えて履修す

ることができる。

５． 「教育実習」 （中学校等での実習）

「教育実習」 は教育発達学科の教育実習とは別の科目であり、 以下の履修の前提条件と付帯条件がある。

①　前年度末までに 『教職に関する科目』 の 「英語科指導法1」 および 「英語科指導法2」 を修得すること。

②　「教育実習1」 （小学校での実習） を履修中であること。

③　自分で教育実習校を確保して、 その内諾を得ていること。

６． その他

副免許制度参加に伴う費用としては、 教育実習を中学校等でも行うことになるので、 「教育実習登録料 （中学校 ・ 高等

学校）」 （￥8,000） を実習前年度での納入が必要。 また、 小学校と同様に、 実習校での諸費用 （交通費、 教材費など）

および実習校への謝礼金なども必要に応じて負担することになる。

また、 実際に中学校英語免許を目指すことが決定した学生には、 履修指導を始めとして教育実習校の確保など様々な注

意事項を説明する会が設けられるので、 欠かさず出席しなければならない。

９． 学校図書館司書教諭について

学校図書館司書教諭とは

学校図書館法で定められた、 学校図書館の専門的職務を担う教員である。 具体的には教諭として採用された者が学校内

の役割としてその職務を担当し、 学校図書館資料の選択 ・ 収集 ・ 提供や子どもの読書活動に関する指導等を行うなど、 学

校図書館の運営 ・ 活用について中心的な役割を担う。 学級数が合計12学級以上の学校には、 必ず司書教諭を置くことに

なっている。

学校図書館司書教諭資格の取得のために履修することが必要な科目

学校図書館司書教諭の資格を取得するためには、 下表の科目をすべて履修し、 修得しなければならない。

ただし年間履修上限単位の上限や、 時間割編成、 取得希望免許状等により配当年次に各科目の履修ができない場合

や、 4年間での資格取得ができない場合がある。

開　講　科　目 配当年次 単位数

PEDAO306学校経営と学校図書館 3 2

PEDAO307学校図書館メディアの構成 3 2

PEDAO308学習指導と学校図書館 3 2

PEDCP306読書と豊かな人間性 3 2

PEDCP307情報メディアの活用 3 2

合　　　計 10
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10． 教育職員免許状の授与申請

免許状を取得するには、 授与権者である都道府県の教育委員会に申請する必要がある。 授与申請には以下の二つの方

法がある。

一括申請

本学が東京都教育委員会に教育職員免許状の授与申請を一括して代行申請する方法。

卒業見込みの４年次生は、 免許状を取得するために必要な単位を修得見込みの場合、 一括申請の申し込みができる。

申請希望者は、 「教育職員免許状一括申請説明会」 に出席し、 申し込みの手続きをすること。 説明会は３年次の２月下

旬に実施される。 説明会欠席の場合は、 一括申請はできない （個人申請となる）。

個人申請

卒業後に、 本人が居住する都道府県の教育委員会に免許状の授与申請を行う方法。

11． 教員採用試験

「学校の先生」として教壇に立つには、 「教員職員免許状の取得」とともに「教員採用試験等に合格すること」が必要です。

１． 公立学校の教員になるには

常勤教員として勤務するためには、 都道府県及び政令市の教育委員会で実施する教員採用試験に合格しなければなりま

せん。 試験は例年7月～9月頃*に行われます （*今後早期化の可能性があります）。

３年生から受験が可能な場合もあります。 採用試験の内容 ・ 倍率は、 自治体や学校種 ・ 教科によって異なります。 自身

が希望する自治体の教育委員会のHP等で試験内容や倍率を確認してください。 この試験に合格すると教員採用候補者名

簿に登載され、 欠員を補充する形で採用されることになります。

２． 私立学校の教員になるには

自治体ごとの共通した採用試験はなく、 学校ごとに行われます。 私立学校は毎年募集があるわけではなく、 該当教科の

欠員が出た場合に採用が行われるのが一般的です。 募集時期も学校により異なり、 採用のピークは4年生の秋頃ですが、

公立学校同様に早期化の傾向があります。

私立学校における採用情報については、 日本私学教育研究所のサイト内 「教職員採用情報」 を参照してください。 また、

多くの都道府県私学協会には、 私立学校教員志望者向けの 「登録制度」 があります。 会員登録することにより、 教員を募

集する私立学校から直接連絡があります。 そしてその後、 採用試験が行われる流れです。 詳細は、 私学協会ごとに異なり

ますので、 志望される私立学校が参加する私学協会HPなどでの確認が必要となります。

12． そ　の　他

科目等履修生による教育職員免許状の取得方法

卒業までに教育職員免許状取得のために必要な科目の単位を修得できなかった場合は、 本学科卒業後科目等履修生とし

て不足単位を修得することで、 免許状を取得することができる。

※科目等履修生の出願書類は、 毎年２月上旬に大学HPに掲載する。
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